
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

救

急

病

院

の

指

定

医

療

推

進

課

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

岡

山

県

医

療

審

議

会

か

ら

の

答

申

医

療

推

進

課

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

○

暴

力

追

放

運

動

推

進

セ

ン

タ

ー

の

代

表

者

の

変

組

織

犯

罪

対

策

第

二

更

課

○

猟

銃

等

講

習

会

の

開

催

生

活

安

全

企

画

課

○

年

少

射

撃

資

格

講

習

会

の

開

催

〃

岡

山

県

公

報

平成２６年７月２９日 第１１６０５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
一
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

国
立
病
院
機
構
岡
山
市
立
金
川
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
御
津
金
川
四
四
九

二

有
効
期
限

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月２９日　岡山県公報　第１１６０５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
定
期
検
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百

二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

井

原

市

岡
山
西
農
業
協
同
組
合
美
星
支
店

平
成
二
十
六
年

一
〇:

〇
〇
～

九
月

一
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

井
原
市
役
所
芳
井
支
所

〃

二
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

西
部
い
こ
い
の
里

〃

三
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

岡
山
西
農
業
協
同
組
合
井
原
北
支
店
青

〃

〃

一
三:

三
〇
～

野
店
舗

一
五:

三
〇

岡
山
西
農
業
協
同
組
合
井
原
東
支
店

〃

四
日

一
〇:
〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:
〇
〇
～

一
五:
〇
〇

井
原
市
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

〃

五
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

八
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

九
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

津

山

市

津
山
市
役
所
阿
波
支
所

〃

十
六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

加
茂
町
公
民
館

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

三
〇

勝
北
文
化
セ
ン
タ
ー

〃

十
七
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

平成２６年７月２９日　岡山県公報　第１１６０５号



津
山
市
役
所
久
米
支
所

〃

十
八
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
浄
化
セ
ン
タ
ー

〃

二
十
四
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
農
業
協
同
組
合
津
山
東
支
店

〃

二
十
五
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
農
業
協
同
組
合
河
辺
出
張
所

〃

二
十
六
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
市
役
所
本
庁
舎
東
側
車
庫

〃

十
月

一
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
農
業
協
同
組
合
津
山
西
支
店

〃

三
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
市
役
所
本
庁
舎
東
側
車
庫

〃

六
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

七
日

一
〇:
〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:
〇
〇

〃

〃

八
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

九
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
四
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
五
日

一
〇:

〇
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

〇
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

平成２６年７月２９日　岡山県公報　第１１６０５号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

高
梁
坂
本
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
橋
ノ
本
三
三
四
番
一
地

先
か
ら

新

五
二
七
・
五

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
柴
立
免
三
三
八
番
二
地

六
・
〇
～

先
を
経
て

二
九
・
〇

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
稲
荷
畑
四
七
一
番
一
地

先
ま
で

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
橋
ノ
本
三
三
四
番
一
地

四
・
〇
～

先
か
ら

五
九
〇
・
〇

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
稲
荷
畑
四
七
一
番
一
地

旧

二
五
・
五

先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

高
梁
坂
本
線

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
橋
ノ
本
三
三
四
番
一
地
先
か

平
成
二
十
六

ら

年
七
月
二
十

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
柴
立
免
三
三
八
番
二
地
先
を

九
日

経
て

高
梁
市
宇
治
町
本
郷
字
稲
荷
畑
四
七
一
番
一
地
先
ま

で
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〔
三
六
〇
〕
岡
山
県
医
療
審
議
会
か
ら
次
の
と
お
り
答
申
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

諮
問
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
五
日

二

答
申
を
受
け
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
九
日

三

諮
問
及
び
答
申
の
事
項

救
急
病
院
等
の
新
規
認
定
に
つ
い
て
（
岡
山
市
立
金
川
病
院
）

四

そ
の
他

答
申
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
庁
県
政
情
報
室
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
、

岡
山
県
備
中
県
民
局
及
び
岡
山
県
美
作
県
民
局
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２６年７月２９日　岡山県公報　第１１６０５号



〔
三
六
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事

業

主

体

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

高
崎
土
地
改
良
区

沖
２
番

農
道
舗
装

二
六
・

六
・
二
四

平成２６年７月２９日　岡山県公報　第１１６０５号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
三
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

「

を

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ

総
社
市
清
音
三
因
一
○
七
四

一

リ
ー
ン
ア
ン
ド
リ
バ
ー
ホ
ー

－

」

ム

「

総
社
市
清
音
三
因
一
○
七
四

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ

一

リ
ー
ン
ア
ン
ド
リ
バ
ー
ホ
ー

－

に
、

ム

総
社
市
清
音
三
因
一
○
七
四

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ

一

リ
ー
ン
ア
ン
ド
リ
バ
ー
ホ
ー

－

」

ム
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
）

を

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
檜
山

真
庭
市
上
市
瀬
一
○
五
○－

」

荘

三
九

「

真
庭
市
組
三
七
○

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
神
庭

－

荘
Ⅱ

－

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
檜
山

真
庭
市
上
市
瀬
一
○
五
○

に
、

荘

三
九

－

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
檜
山

真
庭
市
上
市
瀬
一
○
五
○

」

荘
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
）

三
九

「
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－

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
千
寿

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
二
八

を

荘

一

」

－

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
千
寿

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
二
八

荘

一

に
、

－

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
千
寿

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
二
八

」

荘
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
）

一

「

を

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
矢
掛

小
田
郡
矢
掛
町
南
山
田
三
○

」

荘

四
四

一
二

－

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
矢
掛

小
田
郡
矢
掛
町
南
山
田
三
○

荘

四
四

一
二

－

に
改
め
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
矢
掛

小
田
郡
矢
掛
町
南
山
田
三
○

荘
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
）

四
四

一
二

－

」
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
の
代
表
者
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

変
更
内
容

１

変
更
前

代
表
者

山
田

賢
一

２

変
更
後

代
表
者

谷
本

欣
也

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
八
日
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
十
四
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
等
講
習
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所

講

習

課

程

開

催

年

月

日

開
催
時
刻

開

催

場

所

初
心
者
講
習

平
成
二
十
六
年

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四

三

午
前
十
時

－

課
程

十
一
月
十
二
日

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

経
験
者
（
更

平
成
二
十
六
年

津
山
市
林
田
七
七

午
後
一
時

新
）
講
習
課

十
月
一
日

津
山
警
察
署

程

平
成
二
十
六
年

高
梁
市
段
町
一
〇
一
七

一

午
後
一
時

－

十
月
八
日

高
梁
警
察
署

平
成
二
十
六
年

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四

三

午
後
一
時

－

十
月
十
五
日

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

倉
敷
市
有
城
一
二
六
五

平
成
二
十
六
年

午
後
一
時

倉
敷
勤
労
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

十
月
二
十
四
日

（
山
陽
ハ
イ
ツ
）

平
成
二
十
六
年

真
庭
市
江
川
八
二
一

一

午
後
一
時

－

十
月
二
十
九
日

真
庭
警
察
署

平
成
二
十
六
年

津
山
市
林
田
七
七

午
後
一
時

十
一
月
五
日

津
山
警
察
署

倉
敷
市
有
城
一
二
六
五

平
成
二
十
六
年

午
後
一
時

倉
敷
勤
労
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

十
一
月
十
九
日

（
山
陽
ハ
イ
ツ
）

平
成
二
十
六
年

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四

三

午
後
一
時

－

十
一
月
三
十
日

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
六
年

津
山
市
林
田
七
七

午
後
一
時

十
二
月
三
日

津
山
警
察
署

平
成
二
十
六
年

高
梁
市
段
町
一
〇
一
七

一

午
後
一
時

－
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十
二
月
十
日

高
梁
警
察
署

平
成
二
十
六
年

備
前
市
伊
部
二
七
六

一

午
後
一
時

－

十
二
月
十
七
日

備
前
警
察
署

二

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

二
通

(1)

写
真

二
枚
（
提
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
ラ

(2)
イ
カ
判
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

）
。

２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
会
の
開
催
日
の
七
日
前
（
そ
の
日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
で
あ
る
場
合
は
、
当

該
休
日
の
直
後
に
お
け
る
県
の
休
日
で
な
い
日
）

三

受
講
手
数
料

初
心
者
講
習
課
程

六
千
八
百
円

経
験
者
（
更
新
）
講
習
課
程

三
千
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

四

そ
の
他

１

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

２

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
当
日
に
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
講
者
が
多
数
で
あ

る
こ
と
又
は
他
の
理
由
に
よ
り
当
日
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
後
日
交
付
す
る
こ
と

と
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
十
五
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
年
少
射
撃
資
格
講
習
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
日

岡
山

北

御
津
中
山
四
四
四

三

（
木
）

市

区

－

前
十

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

午

時

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
（
火
）

午

十
時

前
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
（
金
）

午

十
時

前

二

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

二
通

(1)

写
真

二
枚
（
提
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
ラ

(2)
イ
カ
判
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
会
の
開
催
日
の
七
日
前
（
そ
の
日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
で
あ
る
場
合
は
、
当

該
休
日
の
直
後
に
お
け
る
県
の
休
日
で
な
い
日
）

三

受
講
手
数
料

九
千
七
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。
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四

そ
の
他

１

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

２

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
の
当
日
に
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
講
者
が
多
数

で
あ
る
こ
と
又
は
他
の
理
由
に
よ
り
当
日
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
後
日
交
付
す
る

こ
と
と
す
る
。
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